
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用期間：令和８年５月１日（金）～令和９年３月３１日（水）までの宿泊分 

      ※利用期間中であっても、予算額に達し次第終了します。 

 

○対  象：諏訪市民（宿泊日時点で諏訪市に住民票がある人） 

      ※家族、グループなどで宿泊をする場合でも、この事業を利用できるのは 

       諏訪市民に限ります。 

 

○助成金額：大人（中学生以上）     ５,０００円 
小人（３歳以上中学生未満） ２,５００円 

      ※一人につき１泊分に限ります。 

 

《詳しい内容については、下記ホームページでご確認ください。》 

 

「市民交流宿泊割」の市ホームページはこちら 

 https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/2/72207.html 

 

「助成対象宿泊施設」はこちらから 

 https://itospa.com/feature/detail_222.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 総務部 総務課 

令和８年（2026 年）４月２４日 

～諏訪市×伊東市 姉妹都市～ 

『市民交流宿泊割』のご案内 

 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 総務部 

総務課 庶務法規係 

（担当）両角・茅野 

電 話  0266-52-4141（内線 331) 

ＦＡＸ 0266-57-0660（代表） 

メール  soumu@city.suwa.lg.jp 

多くの市民の皆様が静岡県伊東市を訪れ、その魅力を再発見していただくとともに、

更なる交流を深めていただくため、伊東市内の宿泊施設を利用した際の宿泊料金の一部

を助成します。この機会に姉妹都市である伊東市を訪れてみてはいかがでしょうか。 

諏訪市 HP ⇒⇒⇒ https://www.city.suwa.lg.jp 

伊東へ行こう！ 
姉妹都市 

https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/2/72207.html
https://itospa.com/feature/detail_222.html

